
資料２ 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 中長期目標 新旧対照表（案） 

現行中長期目標（旧） 変更後（新） 

Ⅳ． 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

４． 東京電力福島第一原子力発電所事故の対処に係る研究開発の推進 

（２） 環境回復に係る研究開発

「福島復興再生基本方針」（令和３年３月 26 日閣議決定）等の国

の政策や福島県及び地元自治体等のニーズを踏まえて、福島におい

て住民が安全に安心して生活する環境を整備するために必要な環境

回復に係る研究開発を実施する。具体的には、福島県が定める「環

境創造センター中長期取組方針」（平成 31 年２月改訂）を踏まえ、

関係機関と連携しつつ、森林、河川域などの広いフィールドを対象

とした放射性物質の環境動態に関する研究を行うとともに、その成

果をもとに放射線量の可視化及び将来予測が可能なシステムを提供

するなど、優先度の高い調査・研究開発を推進する。また、その成果

を地元自治体等へと着実に還元し、住民の帰還や各自治体における

帰還に係る計画立案、地元の農林業の再生等に貢献する。 

（２）環境回復に係る研究開発 

「福島復興再生基本方針」（令和３年３月 26 日閣議決定）等の国

の政策や福島県及び地元自治体等のニーズを踏まえて、福島におい

て住民が安全に安心して生活する環境を整備するために必要な環境

回復に係る研究開発を実施する。具体的には、福島県が定める「環

境創造センターの中長期取組方針」（平成 31年２月改訂）を踏まえ、

避難指示区域解除や廃炉作業が進む中で、原子力発電所及び周辺地

域の安全・安心確保に向け、原子力発電所周辺環境等への影響評価

や避難指示区域におけるモニタリングが今後より重要なものになる

ことに鑑み、関係機関と連携しつつ、モニタリング技術の最適化及

び地元自治体などへの情報発信等に取り組む。森林、河川域などの

広いフィールドを対象とした放射性物質の環境動態に関する研究を

行うとともに、その成果をもとに放射線量の可視化及び将来予測が

可能なシステムを提供するなど、優先度の高い調査・研究開発を推

進する。また、その成果を地元自治体等へと着実に還元し、住民の

帰還や各自治体における帰還に係る計画立案、地元の農林業の再生

等に貢献する。 

Ⅴ． 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１. 効果的・効率的なマネジメント体制の確立

（２）内部統制の強化

適正かつ効果的・効率的な内部統制を強化するために、全ての役職

員のコンプライアンスの徹底、経営層による意思決定、内部規程整備・

運用、リスクマネジメント等を含めた内部統制環境を整備・運用する

とともに不断の見直しを行う。また、整備状況やこれらが有効に機能

していること等について定期的に内部監査等によりモニタリング・検

証するとともに、公正かつ独立の立場から評価するために、監事によ

（２） 内部統制の強化

適正かつ効果的・効率的な内部統制を強化するために、全ての役職

員のコンプライアンスの徹底、経営層による意思決定、内部規程整備・

運用、リスクマネジメント等を含めた内部統制環境を整備・運用する

とともに不断の見直しを行う。また、整備状況やこれらが有効に機能

していること等について定期的に内部監査等によりモニタリング・検

証するとともに、公正かつ独立の立場から評価するために、監事によ
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る監査機能・体制を強化する。研究開発活動の信頼性の確保、科学技

術の健全性の観点から、研究不正に適切に対応するため、組織として

研究不正を事前に防止する取組を強化するとともに、管理責任を明確

化する。また、万が一研究不正が発生した際の対応のための体制を強

化する。 

る監査機能・体制を強化する。研究開発活動の信頼性の確保、科学技

術の健全性の観点から、研究不正に適切に対応するため、組織として

研究不正を事前に防止する取組を強化するとともに、管理責任を明確

化する。また、万が一研究不正が発生した際の対応のための体制を強

化する。 

政府方針等を踏まえ、機微技術・情報の流出防止措置などの研究セ

キュリティ・研究インテグリティの確保を徹底するための適切な対応

を講じる。
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